
２０１５年 月度 昆山会月例会の内容 

■開催日時：  ２０１５年 １２月 ９日（水）１８：００～１９：００ 

■開催場所：  麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室    参加人数  ３２名 

■参加役員 

石田会長 ○ 笠原副会長 × 高橋副会長 ○ 仁井見副会長 ○ 

梅田副会長 ○ 福島副会長 ○ 加藤（博）幹事役 ○ 加藤（基）幹事役 ○ 

伊丹幹事役 × 木村幹事役 × 卞幹事役 ○ 吉田幹事役 ○ 

魯幹事役 ○ 成瀬名誉顧問 ×     

 

◇◇◇議事録◇◇◇ 

 

１）「微信で昆山会会員のコミュニティを作る」 

【151112 会員展開済み】 

「会員の皆様：在昆山邦人の“我が家”になります＝微信 Chat  Group！」 

*SNS微信（We Chat）をご利用し会員の間に、コミュ二ティを作りましょう！2015.11.11．昆

山日本人会月次定例会にて昆山会の微信グループを作りの 

試行が承認されました。下記規則（試案）、会員の皆様にご理解、ご協力お願い致します。 

 

【昆山日本人会会員 Chat Group（試行）規則（試案）】 

① 発足目的：会員様親睦を図る、情報の共有化； 

② 中国法律を遵守すること。誹謗、中傷、エロなど禁止； 

③ 商業目的（広告、宣伝）禁止； 

④ 昆山日本人会の管理に同意すること； 

⑤ 参加条件：昆山日本人会に登録されている会員様のみ。 

参加・撤退自由（強制ではない）。 

⑥ 人数制限：微信グループは 100人までの制限あるようです。 

⑦ チャット内容：生活面（飲食、買い物、娯楽、旅行など）、 

学習面（中国語の勉強）や悩み事、困り事、そして情報共有、等々。 

⑧ チャット時間：AM7:00～PM23:00。（緊急除外） 

⑨ 登録、チャットのお願い：ニックネームは不可、 

実名（社名記入は強制しません） 

⑩ チャット使用語言：日本語。 

以上、試行の為、改訂する場合、別途お知らせします。 

 

皆様：知恵を貸してください。宜しくお願いします。 

 

卞（ベン） 

 

 



試行用微信 QRコード 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件の担当は卞幹事役です。ご意見ご希望等があれば卞幹事役まで直接メールにてやり取り

願います。 

卞幹事役 cnbjc322@163.com 

 

【151202経過報告】 

【昆山日本人会微信 Chat Group(試行)】運行状況の報告をさせていただきます： 

11月 12日発足して以来、現在会員より 27名の参加者です。 

日頃、参加者がご多忙かと思って、メッセージが普通に、平穏な状態です。 

かつて、1名の参加者のみですが、微信使用不慣れの原因で、本グループ内に限る実名の規則を

守らず、その後、管理者より勧告、指導により、実名に修正してもらいました。 

 

チャット内容： 

１） 生活面。（例：日本語テレビ番組が突然観れなくなる悩み、情報共有） 

２） 中国に関するニュース。（例：ある期間内に限って、蘇州区域内、貨物車は通行止め） 

３） スポーツニュース。 

４） KMF（昆山ミュージックフレンズ）の活動内容。 

その他。 

 

今後の予定：特に異常が無い為、このまま続行していくつもりです。 

ちなみに、参加したい会員様が、管理者の WE CHAT ID NO：cnbjc322へ直接に参加する事を申

請する方法もあります。 

 

*その他、気が付いたこと： 

１）自分も上記の KMF の一員です（演奏は出来ず、ただ興味があるだけです）、昆山日本人会の同

好会―昆山ミュージックフレンズから悩みがあるようです： 

  「日本人会のサークル活動のまとめ役、情報共有発信方法、情報共有手段が、日本人会では確

立されていないと思います。是非、課題としてあげてください。 

フットサルの大会結果、サイクリングクラブの活動日記などがほしいです。」 

 ⇒現状でも活動報告をいただければ、ブログ等で公開します。各クラブで記事を作成し、議事録に

公開してほしいとの意向がありましたら、転記いたします。 

 

２）同じく、KMFよりの提案：「来年 3月の日本人会主催の昆山桜祭りで KMFが演奏して良いです

か？機材は準備できるので、予算ゼロで OKです。」 

mailto:cnbjc322@163.com


⇒周市鎮の桜祭りなのか、昆山会の花見会なのかはっきりしていない。 

 昆山会の花見会であれば演奏は可能であるが、電気等を使用する場合、会場を提供してい

ただいているスワニー様に確認が必要 

 周市鎮の桜まつりであれば、周市鎮政府に確認願います。 

 

 

２）在上海日本国総領事館「鳥インフルエンザ関連情報（第１０４報）」 

１．浙江省衛生・計画生育委員会は１１月１１日，浙江省における鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の感

染例が１０月は２例あったことを発表しました。 

 

２．今回の報告により，２０１４年下半期以降，当館管内で感染が確認・発表されたのは，上海市６

例，江蘇省２１例（うち死亡１２例），浙江省４６例（うち死亡例２３例），安徽省１３例（うち死亡４例）の

計８７例（うち死亡３７例）となりました。 

 

３．当館管内を含む中国国内各地では、２０１３年２月以降、特に冬季から春季を中心に鳥インフル

エンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の感染が多数確認されているところ、在留邦人の方におかれては、以下の諸点に

ご注意願います。 

（１）発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場

合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。医療機関受診の際の注意点等について

は、当館ホームページの「鳥インフルエンザ関連情報」ページに掲載しておりますのでご確認くださ

い。  

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/toriinfuru-j.html 

 

（２）不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注

意してください。また、十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。 

（３）外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてく

ださい。中国内で出張、旅行等をされる場合は、現地の医療事情や感染発生状況等を確認して計

画を立てるようにしてください。 

 

（４）その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエン

ザに関するＱ＆Ａ」を御参照ください。（http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html）  

 

（５）また、２０１３年４月２６日に行われた賀来満夫・東北大学大学院医学系研究科教授による講演

相談会の資料を当館ホームページに掲載しております。鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の特徴や予防

の知識などの情報が多数含まれておりますので、是非ご活用ください。 

 

４．当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。 

 

（参考ホームページ等）  

○外務省領事サービスセンター  

住所：東京都千代田区霞が関２－２－１ 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/life/toriinfuru-j.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html


電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２９０２  

○外務省領事局政策課（海外医療情報）  

電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２８５０  

○外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 

○鳥インフルエンザに関する情報（厚生労働省）  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html 

○海外渡航者のための感染症情報（厚生労働省検疫所）http://www.forth.go.jp  

○高病原性鳥インフルエンザ（国立感染症研究所感染症情報センター）  

http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html 

○鳥インフルエンザに関する情報（農林水産省）  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html  

○鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）に関する世界保健機関（WHO)の情報  

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/index.html 

○国際獣疫事務局（OIE）  

http://www.oie.int/eng/en_index.htm 

 

■定例会での意見交換 

インフルエンザとは関係ないが、PM2.5に対する注意が必要。マスク着用、うがい励行などインフル

エンザ予防と重なる部分が多い。また日々の PM2.5の確認方法についてスマートフォンなどでアプ

リをダウンロードし、確認する方法が有効。 

参加会員が使用しているアプリ：昆山市環境保護局「昆山空気質量 APP」 

 

 

３）在上海日本国総領事館「パリにおける連続テロ事件の発生に伴う注意喚起」 

～海外渡航時における在留届・「たびレジ」登録のお願い～ 

 

１ １１月１３日夜（現地時間），フランスの首都パリ１０区及び１１区ならびにパリ北部近郊の国立競

技場において，銃撃事件等が発生し，仏政府の発表によれば，少なくとも１２９人が死亡し，３００人

以上が負傷しました。 

 

２ 本事件について，オランド仏大統領は，イスラム過激派組織ＩＳＩＬ（イラク・レバントのイスラム国）

により実施されたとしており，フランス国内では警戒態勢を敷いています。また，他の欧米各国もテ

ロへの警戒を高めています。 

 

３ ２０１４年９月，ＩＳＩＬは，米国をはじめとする対ＩＳＩＬ連合によるＩＳＩＬへの攻撃を批判するとともに，

欧米を含む世界の（スンニ派）イスラム教徒に対して，米国，フランス，オーストラリア，カナダをはじ

めとする対ＩＳＩＬ連合諸国の国民を軍人，民間人問わず攻撃するよう扇動する声明を発出しており，

その後，ＩＳＩＬによるとみられるテロ事件が多数発生しています。  

また，ＩＳＩＬは，本年１月から２月にかけて，シリアにおいて，日本人男性２人を殺害したとみられる動

画を発出したほか，本年９月には，ＩＳＩＬ機関誌において，ボスニア，マレーシア及びインドネシアの

日本の外交使節（大使館等）を攻撃対象の候補として言及したことがあります。 
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４ なお，上記との関連性は不明ですが，最近では，本年８月のバンコクにおける爆発事案（８月１９

日付スポット情報「タイ：バンコクにおける爆発事案の発生に伴う注意喚起（更新）」参照）や本年１０

月のバングラデシュにおける邦人殺害事件（１０月４日付広域情報「バングラデシュにおける邦人殺

害事件の発生に伴う注意喚起」参照）等の事件が発生しています。今後，中東・アフリカ地域以外で

も，同様の事件が発生する可能性は否定できないことから，注意が必要です。 

 

５ つきましては，海外に渡航・滞在される方は，上記のような情勢に十分留意し，誘拐，脅迫，テロ

等の不測の事態に巻き込まれることのないよう，外務省が発出する海外安全情報及び報道等によ

り，最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるとともに，日頃から危機管理意識を持つよう努め

てください。特にテロの標的となりやすい場所（政府・軍・警察関係施設，欧米関連施設，公共交通

機関，観光施設，デパートや市場等不特定多数が集まる場所等）を訪れる際には，周囲の状況に

注意を払い，不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れる等，安全確保に十分注意を

払ってください。 

 

６ 海外渡航前には万一に備え，家族や友人，職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう

にしてください。  

また，海外渡航や在留の際に，緊急事態が発生した場合，外務省からは随時情報を提供いたしま

す。上記のパリにおける連続テロ事件のほか，バンコクにおける爆発事案やバングラデシュにおけ

る邦人殺害事件等，緊急事態の発生に際しては，あらかじめメールアドレスを登録いただいた方に

は，一斉メールにより，情勢と注意事項をお伝えしています。  

３か月以上滞在する方は，緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html 

 

また，３か月未満の旅行や出張などの際には，海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれる

よう，「たびレジ」に登録してください。  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 

 

（問い合わせ窓口）  

○在上海日本国総領事館  

電話：021-5257-4766 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html 

 

○外務省領事サービスセンター  

住所：東京都千代田区霞が関 2-2-1 

電話：（代表）03-3580-3311（内線）2902，2903 

 

（外務省関連課室連絡先）  

○外務省領事局邦人テロ対策室（テロ・誘拐関連）  

電話：（代表）03-3580-3311（内線）3678 

○外務省領事局海外邦人安全課（テロ・誘拐関連を除く）  

電話：（代表）03-3580-3311（内線）5140 

○外務省 海外安全ホームページ：  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html


http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp（携帯版） 

 

■定例会参加会員意見交換 

 成田空港等でも全身スキャナーの検査が実施されている。 

 浦東空港においても荷物検査の厳格化が顕著。 

 

 

４）「第 17回みずほセミナー」のお知らせ 

【151120会員展開済み】 

平素より格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。このたび、第 17回「みずほセミナ

ー」を下記の通り開催させていただきます。  

ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。  

 

                               記  

日程と会場を以下よりお選び頂けます。会場により日程が異なりますのでご注意ください。  

 

○ 蘇州会場 

（１） 日 時 ： 2015年 12月 10日（木）  14：00～17：00  （13：30受付開始） 

（２） 場 所 ： 蘇州工業園区旺墩路 288号 インターコンチネンタルホテル 2階宴会庁 C  

 

○ 常熟会場 

（１） 日 時 ： 2015年 12月 11日（金）  9：00～12：00  （8：30受付開始） 

（２） 場 所 ： 常熟市開元大道 6号 クラウンプラザ常熟 2階王朝庁  

 

○ 昆山会場 

（１） 日 時 ： 2015年 12月 11日（金）  14：00～17：00   （13：30受付開始） 

（２） 場 所 ： 昆山市前進中路 387号 スイスホテル 3階香港・澳門庁 

 

■ プログラムＡ 「為替市場動向と見通しについて」 

■ プログラムＢ 「中国における販売代金回収のい・ろ・は！～中国ビジネス成功のために～」 

 

○参加費    ： 無料    ○使用言語：日本語のみ 

○申込方法  ： 出席をご希望の方は申込書にご記入の上、12月 4日（金）までにメールでご返信く

ださい。 

返信先アドレス ： suzhou-desk@mizuho-cb.com  

以上 

■定例会でのみずほ銀行様よりの報告 

 まだ空きがあるので、申し込み OKです。 

※詳しくは添付資料「②第 17 回みずほセミナー案内状」をご覧ください。 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp


５）周市鎮日本企業聯議会忘年会の招待について 

例の周市鎮日本企業聯誼会の総会開催の件ですが、正式連絡遅れましたが、今月の 18日に開催

することになっていますが、いつもご協力していただいている昆山日本人会の役員さんにもお忙しい

中ご出席賜りますようお願い致します。 

 

それと、大変申し訳ないですが、当日の乾杯音頭を併せてお願いしたいですが、よろしいでしょう

か？どうぞよろしくお願いします。 

 

周市日本企業聯誼会 世話役 陳春明 

 

（12 月 3 日役員展開済み） 

日本人会からは、石田会長、笠原副会長、高橋副会長参加いたします。 

 

 

６）会員企業からの質問「最低賃金について」 

【151203展開済み】 

御存じのように江蘇省（昆山市）からの最低賃金の引上げ指示について 2014年度も 11月発令と遅

かったのですが 2015年度は未だに発令がありません。 

 

行政から明確な指示がない状況で、昆山日本人会会員の各企業様では、2015年度の給与をどの

ように調整されたのか、また、2016年度に関してはどのように考えられているのか知りたく差支えな

い範囲で構いませんので情報をいただきたくお願い致します。 

 

 

■会員企業からの返答 

 先週社会保険の基数について２０１５年は変更無しとの正式な通達が出ました。 

これにより２０１５年は最低賃金の改定無しが予想されます。 

私が昆山に来て１５年になりますが改定無しは二回目です。（一回目はリーマンショックの後） 

 当社では毎年 7月より基本給を考課評価を加味して見直しており 2014年・2015年とも 7月に最

低賃金上昇率を 10%と見込んで見直し、決定後に差分を調整することとしました。賃金を見直さ

ないと評価もできないのでそのようにしましたが、本年が上がらなければ 2016年に最低賃金が

上昇しても差分と考課評価分のみとする予定です。 

 先日関係部門と情報交流した際に次回２０１６年１月１日実施で動かれていると聞いております 

 

■定例会参加会員の意見交換 

 上海はすでに 2020元に改定されている。蘇州の発表がないのはおかしい。 

 各企業給与改定の時期にばらつきがあるので、独自の判断が必要。 

 

 



７）会員企業からの質問「税務調査について」 

内容的に展開すると問題になるかもしれないので、会計事務所デロイト様にメールを転送し回答を

いただきました。この議題は定例会で扱うのは良いが、資料として展開する場合は、質問者、デロイ

ト様に了解を取ってから行うこと 

 

Q【会員企業】 

国税局より税務監査の知らせがあり、書類提出の指示を受けています。弊社が設立して 9年目にな

りますが、税務監査は初めてで財務担当も経験が有りません。 

 

毎月、契約している会計事務所に財務関連のチェックは入れてもらっていますが中国の税務監査が

どの程度厳しく、追加徴税等が発生するのか安心はできないと思っています。分かる範囲で構いま

せんので、注意点等がありましたらアドバイスをいただけないでしょうか・・・。また、書類提出から監

査に来られるまでの期間が分かりましたら教えて下さい。 

 

 

A 【会員企業デロイト様よりの返答】 

まず、お話伺うにあたり、まず税務局から検査通知書のようなものを受け取っておられるか、確認い

ただけませんでしょうか。 

 

税務調査にも昆山市レベルで行う中・小規模なもの、また江蘇省で行う大規模なものとあり、それぞ

れ対応方法や想定追徴額なども異なって参ります。弊社の経験上、おそらく今回のケースは昆山市

によるものと推測いたします。またもし税務局から調査開始に当たって通知書を受け取っているの

であれば、背後で省税務局が指示をしながら昆山税務局が実務をとりあつかうタイプの調査と考え

られます。もし通知書がなく単なる口頭連絡のみであれば、省と関係のない昆山市レベルの小規模

調査と考えられます。小規模調査であれば、市との関係である程度ネゴが可能ですが、通知書が来

ている場合にはうまく対応しないと話がこじれる可能性があります。 

 

また調査対象項目も、細かな日常定例検査のような調査と、毎年特定のテーマに沿って重点的に

調査を行うものとに分かれており、どちらかによってもその対応が変わって参ります。 

 

日常検査レベルのものであれば、地税対象で個人所得税の出張手当等の扱いをつつかれるとか、

印紙を貼っていない契約書について印紙税を納付するような指摘にとどまることが多く、追徴額もゼ

ロ円～数万元で終わるケースもよくあります。半日程度会社に来て帳簿をめくって、3日以内に納付

というパターンが多いです。 

 

一方の特定テーマの調査の場合、今年はロイヤリティやその他日本への非貿易の役務送金につい

て重点調査項目とされております。もしここを質問されて、ロイヤリティ契約書や海外送金金額の明

細を要求されているような場合には、ちょっと対応が複雑になります。対応に気を付けないと被害額

が膨らむ可能性が有ります。すごくおおざっぱにいうと最大リスクは役務費用送金額の 10％～20％

×過去遡求年数×5％以上の延滞金利（福利）くらいに及ぶ可能性があります。通常、通知を受け

取ってから 1週間～2 週間程度で次のアクションが起きるパターンが多いです。税務局も 12月末が



年度の締め切りであって通常 11月末にはある程度の税調査を完了させる必要があることから、こ

のタイミングでの調査となると少しバタバタと期日を区切られる可能性はあるかもしれません。 

 

もし弊社でサポート行う場合、税務局への質問回答書の作成や、税務局への説明に同行する場合

には有償となりますが、それ以前の一般的なディスカッションであれば、無償で対応させて頂きます。

来週ご都合の良い時間があれば、貴社まで担当者とともにお伺いして、財務担当者様含めてお話

をお伺いすることも可能です。 

 

もし通知書が来ている場合、事前にお送り頂ければまず内容拝見して上記のいずれに該当するか、

ある程度の把握が出来るとおもいます。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

滝川 裕介 Takikawa Yusuke 

デロイト トウシュ トーマツ蘇州事務所 Deloitte Touche Tohmatsu Suzhou office 

 

 

８）医療サービス「ウエルビー」様会社紹介 

今定例会にウエルビー朴総経理、昆山担当川路様が参加され、医療サービス、健康診断、保険取

次などのウエルビー業務内容の御説明がありました。 

 

医療サービス等にご興味のある方は、ウエルビー様にお問い合わせください。 

昆山市前進西路 119号長城国際広場 10楼 1003号  0512-5756-6345 

昆山担当：川路 貴子 (atsuko-kawaji@wellbemedic.com) 

 

９）会員企業 PwC様セミナー案内 

PwC会計・税務・法務アニュアルセミナー 

2015年 12月 16日(蘇州) 

 

中国が主要市場へと変換を遂げ、今なお、引き続きグローバルな多国籍企業に魅力的な投資の場

及びビジネスチャンスを提供し続けている一方で、中国の景気減速、コスト上昇、税務調査の活発化、

知的財産権の侵害等中国での様々なビジネスリスクに対する認識が高まっております。 今回のセミ

ナーでは、昨今の経営環境における、中国現地法人が直面する様々なビジネスリスクに対応した中

国の会計・税務・法務コンプライアンスの実務上のポイントをまとめてご紹介させて頂きます。 

 

第一部： 個人所得税 

駐在員の個人所得税について、年度確定申告に際して注意すべき点について重点的に解説させて

いただきます。また、最近の個人所得税に係る税務調査でのポイントにつきましても紹介させていた

だきます。 
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第二部： 企業所得税 

最近の税務動向について、実際の税務局対応経験等を踏まえた上で特に注意を要する点について

紹介させていただいた上で、企業所得税の年度申告において注意すべき点につき解説させていた

だきます。 

 

第三部：税務調査（E-Tax Audit） 

中国の税務調査に関する最新動向、特に ITを利用した税務調査に対し企業側で事前に準備できる

ことを中心として解説させていただきます。 

 

第四部：法務コンプライアンス 

昨今の中国法環境の変化が、日系企業の中国ビジネスに与える影響について、2015年に公布・施

行された法令から主として抜粋しまして、解説させていただきます。 

 

第五部：会計及び内部統制 

昨今の経営環境から、2015年度決算にあたり多くの会社において論点となる会計及び内部統制上

の主要なポイントについて、解説させていただきます。 

 

蘇州会場： 

場所：蘇州晋合豪生行政公寓 (ハワードジョンソン )  豪生多功能庁 

時間：9:30-12:00 (9: 00 受付開始) 

オンラインサイト： 

http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_sz_dec2015_jp_reg.html 

 

お申込み方法： 

下記オンライン申込みサイトにアクセスし、必要事項をご記入後、「送信」ボタンを押してください。 

出席予定のご本人様以外の方でも入力頂けます。 お申込締切日：12月 14 日（月） 

http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_sz_dec2015_jp_reg.html 

 

（オンライン申込みがうまくいかない場合は、必要事項(1.お申込者氏名 2.貴社名（英語） 3.部門 ・

役職 4.貴社住所 5.電話 6.E-mail)をメールにご記入の上、kwiyoung.choi@cn.pwc.com 

（担当：kwiyoung Choi ）までご返信下さい。） 

 

オンライン申込みの流れについて。 

①オンライン申込みサイトへアクセスします。 

②参加ご希望の開催地を選択し、必要事項をご記入後、「送信」ボタンを押して下さい。 

③お申込み完了後、自動的に「お申し込み完了確認メール」が届きます。 

④後日、弊事務所より、各セミナー会場の地図を添付した「参加確認メール」が届きます。 

 

PwC中国 日本企業部 

 

※詳しくは添付資料「③PwC Annual Seminar Invitation 2015」をご覧ください。 

 

http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_sz_dec2015_jp_reg.html
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１０）新会員、新規駐在員及び帰国会員ご紹介 

◆新規会員 

▼浦乐熙普信息科技（上海）有限公司（プロシップ） 渋谷翔太 副科長 

  上海市乌鲁木齐北路 207号 世纪时空大厦 555室  021-6010-0515 

  情報通信  ソフトウェアパッケージ開発販売 

 

◇帰国会員 

▽昆山喜斯克機械有限公司 井桁総経理 

（昆山中精斯克貿易有限公司から先月より社名が変わりました） 

 

今月 25日をもって中国駐在が終了します。（日本へ一時帰国し）12月 1日～タイ駐在がスタ

ートします。これまで大変お世話になりました。昆山に日本人会があり大変助かりました。本

当に有難う御座いました。 

 

  ▽昆山松工機械設備有限公司  安部幸哉 総経理 

     松工機械設備有限公司の安部です。 

此の度 8年有余年の昆山勤務を終え、2015年 11月 30日付で日本へ帰国する事になりま

た。昆山滞在中は貴職様及び日本人会の皆様には大変お世話になり感謝しております。本来

ならば定期会合に出席させて頂きご挨拶すべきですが諸事情により、文書で失礼いたします。 

 

  ▽住重電磁設備(昆山)有限公司 岡田 和忠 総経理 

      住重電磁設備(昆山)有限公司の岡田和忠は異動のため 11/30付で貴日本人会を退会さ

せて頂きます。 

 

  ▽豊田工業有限公司 加藤 基成 氏 

      豊田工業 加藤です。お世話になります。2015年 12月末を持って、５年間の中国赴任を

終え、帰任することとなりました。正式な帰任先は決まってはおりませんが、帰任することは

決まりましたので、メールでは大変失礼かと存じますが取り急ぎ連絡させていただきました。 

皆様にはいろいろな面で大変お世話になり、また、温かくご指導賜りまして、誠にありがと

うございました。深く感謝申しあげます。 

 

 

１１）在上海日本国総領事館発行「総領事館緊急メールマガジン」への登録の勧め 

昆山日本人会において、領事館発行の「総領事館緊急メールマガジン」の取り扱いについて。 

2010年 6月までは、この「総領事館緊急メールマガジン」が発行された場合、昆山日本人会会員へ

転送していましたが、7 月以降は月例会議事録には掲載いたしますが、都度の転送はいたしません。

非常に重要な情報もありますので、駐在員の方は「総領事館緊急メールマガジン」への登録をお勧

めします。 

 

 



◆総領事館緊急メールマガジン 

配信御希望の方は下記 URLにアクセスし、登録をお願いします。 

総領事館緊急メールマガジン登録ページ 

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/shanghai_cn.html 

 

 

１２）各同好会・会員交流のお知らせ 

■同好会の最近の活動状況 

▽ゴルフ 

 2015年度昆山日本人会ゴルフコンペは 3月、7月、11月の年三回を予定しております。 

 

◆連絡先  多富電子（昆山）有限公司  梅田 広治  

        186-0626-9101       k-umeda@pub.ks.js.cn 

北澤半導体閥門（昆山）有限公司   笠原 光夫 

151-6231-0603       m-kasahara@kitz-sct.cn 

 

         

▽ソフトボール  

4月より江蘇省リーグが開幕。蘇州 3チーム、無錫、昆山、各１チームの合計 5チームでリーグ戦

を行っています。 

江蘇省リーグ以外も、月に 1～2回程度練習等を昆山で行っております。会社内で興味がある方が

おられましたら紹介をよろしくお願いします。 

・練習場所：未定 

・練習日時：日曜日（不定期開催、月３回程度）午前９時～午後１２時 

・参加費： 飛び入り参加の場合は 1回 40元。会員登録の場合は年 1000元の会費を徴収いたしま

す。 

◆連絡先 ：日吉 達朗  杭州哈利瑪電材技術有限公司 昆山営業所  

１８６-６２３５-７２１７  hiyoshi-t@harima.co.jpまで 事前確認下さい。 

 

 

▽テニス   

毎週練習していますので興味ある方はぜひ覗いてみてください。 

場所：陽光世紀花園内テニスコート（長江北路 大型スーパー易初愛蓮（ロータス）の対面南側） 

・水曜日 ナイター（１８：００～２１：００）  

・土曜日 １３：００～１７：００   

・日曜日 １３：００～１７：００   

・参加費：参加毎に40元を徴収いたします。 

◆連絡先  長谷川 潔 （達晶電子（昆山）有限公司） １３８－０６２６－３５６０ 

haseskz@fa3.so-net.ne.jpまで事前確認してください。 
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▽サイクリングクラブ 

昆山日本人会自転車クラブでは仲間を募集しています。のんびりと童心にかえって自転車で散歩

してみませんか? きっと新しい発見があるはずです。自転車もママチャリで大丈夫。入会金・会費等

は無料です。毎月 2回(第一、三日曜日) ６０ｋｍ程度のツーリングを予定しています。興味がある方

はメールを下さい。のんびりとお待ちしております。 ご興味のある方は下記連絡先にお問いわせく

ださい。 

    ◆連絡先  関西塗料有限公司 

              副総経理 石田 純也  ishida@szkalskansai.com 

 

 

▽昆山会 OB会、OG会 

昆山に駐在経験があり、現在は日本に戻られた OB、OGのメンバー（関東方面）が日本で懇親会

を開催しています。ご興味のある方はご連絡ください。 

◆連絡先 関東支部まとめ役 大沢氏  t-osawa7-7@ezweb.ne.jp 

 

 

▽フットサル同好会 

基本的に毎週土曜日か日曜日に練習、試合等を実施。参加申し込み、お問い合わせ下記連絡

先へお願いします。 

 ◆連絡先  早瀬 英治 氏 e.hayase@swany.co.jp 

 

▽女性の集い 

  昆山在住の日本人女性も少なくなり、約 20 名程度です。月一回（毎月第二水曜日）日本人どうし

で集まり情報交換をしております。また、中国、台湾の女性も参加する集まりも不定期で開催してお

ります。 

     ◆連絡先 徐 奈緒子 torazou21@hotmail.com  福島 麻子 asako112811@yahoo.co.jp 

 

 

▽釣り同好会 

  月に一度、月例会を行っています。活動場所：昆山、蘇州、上海近辺。活動時期：3月～11月。

詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。 

    ◆連絡先  山中 達雄 yama@sanwa-nmz.co.jp  赤崎 恒太郎 k_hashiretoto@yahoo.co.jp 

 

 

▽昆山ミュージックフレンズ 

この度、新しいサークルを昆山に設立致しました。「昆山ミュージックフレンズ」です。フォークソン

グからハードロックまで、アマチュアバンドを組んで音楽を楽しみませんか？未経験者、聴くだけの

参加も大歓迎です。勿論、国籍、年齢、性別は問いません。 

上海、蘇州で開催されている日系バンドのライブ情報なども発信しています。 

  

◆連絡先 真鍋 tmanabeg@gmail.com 
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▽昆山日本人会ブログ 

 中国の閲覧規制のかかってしまった、当会サイトでしたが、新しく立ち上げました。会員同士の

情報収集、意見交換等にお役立てください。 

■昆山会のブログ等のサイト 

Blog  http://kja.seesaa.net/ 

 

 

１３）次回定例会のお知らせ 

次回定例会（ １月度） 

日時： ２０１６年 １月 １３日（水）第二水曜日 １８：００～ 

   場所：麗景花園 日本料理「陣屋」 会議室 

       昆山市前進中路 48号麗景花園 

       ＴＥＬ0512-5731-7149 

 

■2016年司会進行役一覧表 

1 月司会進行役 木村幹事役 7 月司会進行役 梅田副会長 

2 月司会進行役 魯幹事役 8 月司会進行役 加藤（博）幹事役 

3 月司会進行役 石田会長 9 月司会進行役 木村幹事役 

4 月司会進行役 笠原副会長 10 月司会進行役 卞幹事役 

5 月司会進行役 高橋副会長 11 月司会進行役 吉田幹事役 

6 月司会進行役 仁井見副会長 12 月司会進行役 魯幹事役 

 

 

 

編集 ： 昆山日本人会事務局  福島 幸治 

MB 139-1574-9233 

E-mail fwgh4006@gmail.com 

 

本資料に掲載されている写真、記事等を複製、販売、出版、配布及び変更を加えて表示することを禁じます。コンテンツの複製等をご
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